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～必要な人が成年後見制度の利用に結びつくように～ 
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令和４年度市民後見人養成講座を開催しました。 
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物語で学ぶ「権利擁護」連載第３回

～前回までのあらすじ～（場面１～５）
山子さんは認知症のため、判断能力が低下しており、生活のさま
ざまな場面で困りごと（金銭管理、消費者被害、自宅の所有等）
が生じていた。そこで相談の結果、成年後見制度の利用に向けて
準備することとなった。主治医に診断書の作成、法律専門職に申
立書の作成を依頼し、法律専門職を候補者として成年後見制度申
立てを行った。

場面６
後見人等選任～弁護士と市民後見人の複数後見（※１）～

場面８
本人が望む生活を継続～困ったときはチームに相談、解決方法を検討～

場面７
後見人等を含む本人支援チームの形成～支援チームがパワーアップ～

固定資産税の支払い、定期的な庭木の手入れ等（業者の手配、支払い等）、
修繕等、山子さんと息子が快適に生活できるようにしている。
また、山子さんが亡くなったあとも息子が自宅に住めるよう、家庭裁判所等
とも相談しながら対応方法を検討している。

※１ 複数後見人とは・・・
「後見人等は１人」と決まっているのではなく、専門職と親族や、専門職と市民後見人等複数
選任される場合があります。この場合、財産管理（金銭管理等）と身上保護（ヘルパーや施設
入所の契約等）を分担して行う場合や、常にお互いに相談して後見業務を行う場合があります。

主に介護保険サービスに関して
全体把握・調整、計画作成

中核機関

息子

家事援助等、日々の訪問の中
で本人の生活状況を把握

ヘルパー
ケアマネ

こまめな訪問による生活
状況の把握、困りごとの
相談対応、弁護士保佐人
と連携して身上保護

市民後見人

市民後見人の活動支援等
地域活動（シニアクラブ・ふれあい茶論
等）への声掛け、参加促し、見守り

本人の生活をサポート

近隣住民

消費者被害からの救済、
不利益な契約の取消、
自宅を含めた財産管理

弁護士

民生委員

＊過去の連載（権利擁護通信Vo.10、11）については、おもて面のQRコードからご覧ください。

ヘルパーや市民後見人が近隣住民や民生委員の協力のもと、こまめに訪問して
生活状況や健康状態を把握し、生活に必要な支払い等に対応している。
また、いつもと違う様子があれば、チームで共有して解決方法を検討している。

本人との会話の中で実は、すでにシロアリ駆除の消費者被害に遭っている
ことがわかった。そこで専門職後見人（弁護士）が過去の被害５０万円を
回収した。
後見人等が選任されたことで、その後訪問販売業者の訪問はなくなった。

山子さんの希望①「生活に必要な支払いがひとりではできないので手伝ってほしい」
対応方法→こまめな見守りと金銭管理

山子さんの希望②「消費者被害に遭わないようにしてほしい」
対応方法→消費者被害からの救済・予防

山子さんの希望③「自分が死んだあと、息子がこの家に住み続けられるようにしてほしい」
対応方法→自宅の維持管理


